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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外装箱と中板と内装袋との組合せを用いて商品や物品を配送する物流システムの梱包具
であって、
　前記外装箱は、システムに共通に用い、配送すべき商品や物品を収容して配送する箱で
あり、その一部に引っ掛け部を有し、
　前記中板は、外装箱内に嵌合させて内装袋に収容された商品或いは物品を上から抑える
平板であり、板面に少なくとも１つの穴を有し、
　前記内装袋は、配送すべき商品あるいは物品を収納して前記外装箱内に収容する柔軟な
袋であり、取っ手を有し、
　前記取っ手は、商品或いは物品を上から抑える前記中板に開けられた穴を通して上方に
引き出され、前記外装箱の引っ掛け部に引っ掛け、前記中板に支えられた前記内装袋を緊
張させて前記内装袋内の商品或いは物品を前記外装箱内に安定に保持させるものであるこ
とを特徴とする物流システムの梱包具。
【請求項２】
　前記外装箱は、内部に収容する商品或いは物品の多少に関わらず一定の大きさの箱に組
立てられる折り畳み可能な組立式の箱であり、定型の箱に組立てられ、内部に収容した商
品或いは物品配送に用いられ、商品或いは物品の配送後、折り畳んで回収され、前記中板
とともに繰り返し商品あるいは物品の配送に使用されるものであることを特徴とする請求
項１に記載の物流システムの梱包具。
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【請求項３】
　前記外装箱の開口縁の各辺には、適宜の間隔を置いて上向きに突出させた突起を有し、
　前記突起は、前記引っ掛け部として、前記中板の穴を通して上方に引き出された前記内
装袋の取っ手を引っ掛けるものであることを特徴とする請求項１に記載の物流システムの
梱包具。
【請求項４】
　前記中板の板面には、商品あるいは物品を収容した前記内装袋の取っ手を引き出すため
の穴として板面の中央１箇所に開口するほか、中央の穴を挟んでその両側２箇所の計３個
の穴を有し、前記内装袋の取っ手は、選択された前記中板の１つの穴を通して上方に引き
出されるものであることを特徴とする請求項１に記載の物流システムの梱包具。
【請求項５】
　前記内装袋は、スーパーマーケットやコンビニエンスストアにて「レジ袋」として使用
される高密度ポリエチレン袋であることを特徴とする請求項１に記載の物流システムの梱
包具。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は各種の商品を格納して運搬する物流システムの梱包具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、商品を製造者から販売者へ運搬する場合や、販売者から消費者へ商品を配送
する場合、従来の物流システムにおいては、商品梱包の外装には主としてダンボール箱（
段ボールのカートン）が用いられていた。商品の包装に段ボール箱を使用するときには、
あわせて輸送の際に受けるかもしれない衝撃から商品を保護する詰め物としての緩衝紙、
段ボール箱を施蓋して封止するためのテープなどの包装資材が必要であり、また、包装の
際にはこれらの資材を用いて梱包するための手数を必要としていた。しかも、商品の配送
の際には配送すべき商品の大きさ、数、重量などの条件の違いに適合する段ボール箱を使
い分けて商品を収容する必要があった。
【０００３】
　また、運搬後、使用後は、ほとんどの場合、段ボール箱は、再利用されないまま廃棄処
分されるのが通例であった。この事実は、商品の梱包に多くの資材と手数を必要とし、使
用後、これらの資材が廃棄されると環境に負荷を与えるなどの改善すべき問題点が多いこ
とがわかる。もっとも。最近では、物流システムに折りたたみ式のコンテナが導入された
例があるが、折りたたみ式のコンテナは、配送すべき商品の仕分けの段階まで使用される
に過ぎず、最終的には、仕分けられた商品を段ボール箱に詰め替えて配送されていたため
、商品の移動を防止する詰め物としての緩衝紙、段ボール箱を施蓋して封止するためのテ
ープなどの包装資材が節約されるわけではなく、配送の直前に、詰め替え、梱包、伝票貼
り付けなどの作業が集中するため、誤りが発生しやすく、したがってその作業品質に個人
差が発生していた。このような問題は、商品の配送に限らず、部品、試作品などの物品を
工場間で運搬する場合においても同じである。
【特許文献１】特許公開平６－２１１２４０
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　解決しようとする問題点は、物流システムにおいて、商品の外装にダンボール箱を用い
たのでは緩衝紙やテープなどの梱包資材が必要であり、梱包に手数を要し、使用後は、こ
れらの資材が廃棄されると環境に負荷を与えるなどの改善すべき問題点が多いという点で
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
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　本発明は、最小限度の包装資材を用い、梱包に手数を必要とせず、使用後に廃棄物をほ
とんど出さず、したがって環境に負荷を与えないという点を最も主要な特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、外装箱と、中板と、柔軟性を有する内装袋との組合せによって搬送す
べき商品又は物品の大小に関わらず、梱包作業を容易に行い、また、外装箱内に商品又は
物品を安定に固定して配送することができ、また、使用後は少なくとも、外装箱と、中板
とを配送先から回収して再利用するため、基本的に廃棄する資材が発生せず、したがって
環境に負荷を与えることは少ない。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　本発明は、物流システムの梱包具は、外装箱と、中板と、内装袋との組合せによって構
成され、商品又は物品を収納した内装袋をまず外装箱内に収容し、その上を外装箱内に落
とし込んだ中板で抑え、内装袋の取っ手を外装箱の開口縁に付された引っ掛け部に引っ掛
けて配送中は、商品又は物品を安定に外箱内に固定するものである。配送された商品又は
物品は、外装箱から取り出し、少なくとも外装箱と、中板とを解消し、また必要により、
内装袋までを含めて回収することによって、梱包具の再利用を図り、廃棄物を生じさせな
い。
【実施例１】
【０００８】
　図１は、本発明による物品運送用梱包具の構成部品を示す図である。以下、実施例にお
いては、物流システムにおける商品の配送に本発明の梱包具を使用する場合について説明
するが、本発明の梱包具は、商品以外の物品の配送にも全く同様に適用できるのは云うま
でもない。本発明は、外装箱１と、中板２と、内装袋３との組合せによって構成されてい
る。外装箱１は、必ずしもその構造は問わないが、折り畳み式のコンテナが望ましい。折
り畳み式のコンテナとしては、特許文献１に示すような四周側壁を２つ折に折り畳み可能
とした構造のものが知られている。この実施例において、外装箱１は、長辺側の開口縁に
蓋板１ａ、１ａの対を開閉可能に取り付けている。
【０００９】
　四周側壁を２つ折に折り畳み可能なコンテナによれば、不使用時には、平坦な盤状に折
り畳み、使用時に四周側壁を起立させて定型の箱型に組立てることができる。図１におい
て、外装箱１の開口縁の各辺には、開口縁の立ち上がり高さの範囲内で、引っ掛け部とし
て適宜の間隔を置いて突起４，４、・・を上向きに起立させて設けている。この突起４は
、後述するように内装袋３の対の取っ手３ａ、３ａを引っ掛けるためのものである。また
、外装箱１の外面には、シールや伝票類を貼り付ける場合に備えてエンボス加工を施して
おくことが望ましい。エンボス加工を施しておくことによって、配送終了後には、外装箱
１に貼り付けたシール、伝票類を容易に剥がすことができる。引っ掛け部は必ずしも突起
に限らないが、突起４は、取っ手のループを引っ掛けるのに好都合であり、また、外装箱
の四周開口縁に分散して突起を設けておくことによって、引っ掛ける位置を任意に選択で
きる。
【００１０】
　中板２は、外装箱１の開口内に挿入できる大きさの平板であり、商品を収容した内装袋
４に入れられた商品の上面の支え、或いは商品を抑える重石として用いるものである。中
板２の板面には、後述するように商品または物品を収容した内装袋３の取っ手３ａを引き
出すための穴２Ｃが少なくとも１つ開けられている。この穴２Ｃは、板面の中央１箇所に
開口するほか、中央の穴２Ｃを挟んでその両側２箇所２Ｒ、２Ｌ、の計３個の穴を開けて
おくのが好都合である。
【００１１】
　内装袋３は、合成樹脂、布、紙などによって作られた柔軟な袋体であり、図示のように
その上部両側縁から上方に張り出した対の取っ手３ａ、３ａを備えていることが必要であ
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る。内装袋３には、通常スーパーマーケットやコンビニエンスストアにて使用されるいわ
ゆる「レジ袋」（高密度ポリエチレン袋）を使用するのが便利である。レジ袋はそのまま
、内装袋に利用できるが、通常のレジ袋は、袋の横幅に対して深さが長いので、そのまま
では、このシステムには使いづらいという問題がある。
【００１２】
　そこで本発明においては、図示のように、袋の下部の四隅を斜め直線方向のヒートシー
ル３ｂによって袋の高さを制約し、底に広い面積が確保されるように加工したレジ袋を内
装袋３として用いた。
【００１３】
　図２に、本発明の梱包具を用いて商品の配送する場合の例を説明する。図２（ａ）にお
いて、まず内装袋３内に、１～数種類の商品Ｍを収納する場合には、重い商品は下段に、
軽い商品や容積の小さい商品は上段に積み上げて内装袋３内に格納し、ついで商品Ｍを収
納した内装袋３を外装箱１内に入れ、その上から中板２を落としこみ、必要により内装袋
３の対の取っ手３ａ、３ａを１～２回捩り、それぞれ中板２に開けられた穴２Ｃ内から張
り出し、その端を左右に分離して外装箱１の開口縁に起立させた何れかの突起４に引っ掛
ける。
【００１４】
　中板２の穴２Ｃ内から引き出した内装袋３の取っ手３ａを強く引くことによって、中板
２は内装袋３の開口縁に強く押し付けられ、内装袋３内の商品は、中板２で上方から加圧
された状態で横ぶれが生じることなく、蓋板１ａで開口を施蓋することによって外装箱１
内に安定に格納される。
【００１５】
　図２（ａ）は、幅に比して高さが高い商品Ｍの組合せを収納する例を示している。図２
（ｂ）は、商品Ｍの収納高さは図２（ａ）の例とほぼ同じであるが、内装袋３内に収容さ
れた商品の数が多い場合、図２（ｃ）は、逆に商品Ｍの収納量が少ない場合、図２（ｄ）
は商品Ｍの収納量がさらに少ない場合である。図２（ｅ）は中央以外の穴を用いて商品を
固定する場合である。中板２は、商品Ｍの高さによっておのずからその位置が決まり、内
装袋３の取っ手３ａを強く引くことによって、中板２は内装袋３の開口縁に強く押し付け
られ、内装袋３の商品の安定保持に寄与する。
【００１６】
　いずれの場合でも商品Ｍを内装袋３内に収納して外装箱１内にいれ、その上に落としこ
んだ中板２の穴２Ｃから内装袋３の両取っ手３ａ、３ａを引き出し、これを外装箱１の突
起４に引っ掛けて物品Ｍを外装箱１内に定着させる点は全ての例に共通である。装袋３内
に収納された商品の容量が少ないときには、内装袋３の一部が余り、その余り部分は、中
板２の穴２Ｃから取っ手３ａとともに引き出されるが、その引き出し長さが長いときには
、図３（ａ）に示したように外装箱１の短辺側の開口縁（前後縁）１Ｓ上の突起４Ｓを任
意に選択してこれに内装袋３の取っ手３ａを引っ掛ける。
【００１７】
　また逆に内装袋３内に収納された商品Ｍの容量が多いために、内装袋３が余りなく、し
たがって中板２の穴２Ｃから引き出された内装袋３の引き出し長さが短いときには、図３
（ｂ）に示すように外装箱１の長辺側の開口縁（両側縁）１Ｌの突起４Ｌを任意に選択し
て、その突起４Ｌに取っ手３ａを引っ掛けることによって、内装袋３の引き出し長さの違
いに対応する。
【００１８】
　中板２の中央の穴２Ｃから引き出された内装袋３の取っ手３ａの長さの長短に応じてさ
まざまの選択が可能である。例えば、図３（ｃ）のように外装箱１の長辺側の開口縁の突
起４Ｌと短辺側の開口縁の突起４Ｓとに跨って引っ掛けることができる。さらには、以上
の例に限らず、中板２の両端の穴２Ｌ、２Ｒ内から内装袋３の対の取っ手３ａ、３ａを別
個に引き出して、それぞれの取っ手３ａ、３ａを図３（ｄ）に示すように外装箱１の短辺
側の突起４Ｓに引っ掛け、或いは図３（ｅ）のように長辺側の突起４Ｌに引っ掛けるほか



(5) JP 5009699 B2 2012.8.22

10

20

30

40

50

、図３（ｆ）に示すように短辺側と長辺側の突起４Ｌ，４Ｓとに跨って引っ掛けることも
できる。外装箱１を施蓋することによって、商品又は物品を保護し、安全に配送すること
できるが、商品又は物品の脱落や盗難或いは破損などの虞がないときには、蓋のない外装
箱を使用することができる。
【００１９】
以下に、図４に示す概念図を用いて工場から商品を出荷する作業の手順の概略を説明する
（１） 外装箱の組立処理（ａ）
　コンテナを箱形に組立てて商品の集荷量に応じて必要な数の外装箱を用意し、
各外装箱毎に配送先の商品又は物品名、数量その他必要な事項を記載した伝票を貼り付け
用及びピッキング用に数枚用意し、各伝票を外装箱の中に入れておく。
（２） 移送処理（ｂ）
　伝票を貼り付けた外装箱をコンベアライン上をピッキング（仕分け）処理のステーショ
ンに搬送する。
（３） 仕分け処理（ｃ）
　ピッキング（仕分け）処理のステーションでは、外装箱から伝票を取り出し、その指示
にしたがって、商品の届け先ごとに、重量或いは容積別に分類して商品を内装袋内に挿入
する。
（４）商品収納処理（ｄ）
　ピッキング（仕分け）処理のステーションに搬入された外装箱内には、伝票の指示通り
に商品を収容し、中板を用い、内装袋の取っ手を外装箱の突起に引っ掛けて内装袋を外装
箱に固定し、外装箱を施蓋し、その外面の少なくとも１面に伝票を貼り付ける。
（５）配送処理（ｅ）
　商品を収容して施蓋した外装箱を、車両に搭載し、伝票に指示された届け先に配送し、
外装箱から商品を取り出して納品し、外装箱及び中板、さらに必要により、内装袋を回収
する。
【００２０】
　以上、内装袋を用いて商品を外装箱内に収容する要領はさまざまであるが、本発明によ
るときには、搬送すべき物品の多少に関わらず、それぞれ定型の外装箱と、中板と、内装
袋との組合せを用いて安定に商品を外装箱内に固定して輸送するため、商品の重量、大き
さごとに外装箱を選定する手数や、緩衝材などを用いて外装箱内に商品を固定するための
手数は一切不要となる。これは商品の配送に限らず、一般の物品の輸送に用いたときにも
共通に当てはまる。
【００２１】
　特に本発明において、物品の梱包資材の選定は、専ら梱包作業の手数を軽減することを
主眼に選定したものであり、外装箱に折り畳みコンテナを選定するのは、作業のしやすさ
、外装箱としての強度と信頼性にすぐれていること、また、内装袋は、いわゆるレジ袋あ
るいは、レジ袋と同質の安価で取り扱いやすい袋を用いることで、ピッキングや包装の手
間を減らすことができる効果は大きい。
【産業上の利用可能性】
【００２２】
　本発明によれば、外装箱及び中板は繰り返し使用が可能であるため、従来のように段ボ
ール箱を用いる物流システムに比べて環境負荷を減らし、経費節減をはかり、しかも物品
（商品）の出荷作業の高能率化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の物流システムに用いる梱包材の組合せを示す図である。
【図２】（ａ）～（ｅ）は商品の梱包例を示す図である。
【図３】（ａ）～（ｆ）は、中板の穴から引き出した内装袋の取っ手を外装箱の突起に引
っ掛ける例を示す図である。
【図４】システム商品の出荷の流れを示す概念図である。
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【符号の説明】
【００２４】
１　外装箱
１Ｌ　長辺側の開口縁（両側縁）
１Ｓ　短辺側の開口縁（前後縁）
１ａ　蓋板
２　中板
２Ｃ、２Ｒ、２Ｌ　穴
３　内装袋
３ａ　取っ手
３ｂ　ヒートシール
４，４Ｌ，４Ｓ　突起
Ｍ　商品

【図１】 【図２】
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